サミット8番テーブルまとめ

ラウンド1
最近、法改正に伴いまたそれ以外の原因でも困ったことがなにか？
· 一部増築工事を行う計画があったが、既存の建物の構造判定が必要になり、

施主の希望通りの増築が出来なかった。

· 全国一律の法律の下、規制が行われているため、地域特色が出ないと感じている。

· 施工業者に勤めているが、設計施工の場合、確認がおりるのがいつになるか分からないのに、完成引き渡し時期が決定しているため、施工期間が短く現場にしわ寄せが来る。

· 歴史のある建物を有効に利用したいと思うが法の規制で出来ない事が多くある。

ラウンド2

　ＣＰＤって活用されているのか？

· お客さんに対して、自分たちはどんな建築士なのかをアピールするために利用すべきではないか。士会ＨＰでひとりひとりの建士会での活動や、ＣＰＤのポイント、また実績等を公表することによって市民アピールすべきだ。

· もっと公共事業等の参加資格ポイント等に利用するべく、建築士会が主張すべきだと思う。

· 建築士会がもっと社会的に認知される必要がある。新聞広告なども積極的に行って欲しい。いったい何に会費が使われているのか分からない。

· 一般市民に建築士も得意分野が細分化していることを認知させるべく活動すべきだ。

まとめ

　「どうやったら一般の人に建築士を認知させられるか？」

· ひとりひとりの建築士の紹介が出来るＨＰを作成すべきだ。実績や仕事の内容を紹介できるサイトを本部で作って欲しい。それは新規入会へのメリットになると思う。ＣＰＤのポイント実績もお客にアピールできる材料になる。建築士も積極的にＣＰＤの講習を受けるようになると思う。

· 公共事業の参加資格の要件になるよう建士会全体で活動すべきだと思う。仕事に結びつく制度がなければ広がりはうすいと思う。まずは北海道に働きかけてみては・・

· １級建築士という言葉は有名だが、その資格者がどんな仕事を出来るのか、しているのかは市民に認知されていない。そのことが建築士の生活基盤を脅かしている。一般の人にイベント等で積極的にＰＲしていかなければダメだと思う。

以上

